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令和４年 11月 多治見市作成  
 

 ≪支援者（自治会、自主防災組織、民生委員、介護・福祉専門職等）向け≫ 

避難行動要支援者の個別避難計画作成の手引き 

 

■個別避難計画とは 

  〇 個別避難計画とは、高齢者や障がいをお持ちの方などの自力で避難することが困難な「避難行動

要支援者」ごとに作成する避難支援のための計画です。 

  〇 市が地域の自主防災組織、民生委員、医療・保健・福祉の専門職等と協力して作成します。 
 

Ｑ なぜ「個別避難計画」の取り組みを進める必要があるのですか？ 

Ａ 

東日本大震災の教訓から整備を進めた「避難行動要支援者名簿」は、ほぼすべての自治

体で普及しましたが、近年の頻発化・激甚化する大規模災害において、いまだ多くの高齢

者等の避難行動要支援者が被害を受けています。これを受け、自力での避難が困難な方

の円滑かつ迅速な避難を図ることを目的として災害対策基本法が改正され、個別避難計

画の作成が法律に位置付けられました。 

 

■計画作成の対象者 

  〇 個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に掲載されている方のうち、計画の作成に同意したす

べての方が作成対象となります。一方で、いつ発生するかわからない災害に対して速やかに計画

の作成を進める必要があります。したがって、まずは、災害発生のおそれのある地域にお住まい

の方を優先して作成を進めます。 

 

■避難行動要支援者名簿とは 

  〇 避難行動要支援者名簿とは、要介護認定を受けてみえる方や障害者手帳をお持ちの在宅者など、

自力での避難が困難と思われる方が掲載された名簿です。個人情報の提供について同意を得ら

れた方については、災害に備え平時から地域の避難支援等関係者（※）に提供しています。 

     ※自治会、自主防災組織、民生委員、消防機関、警察、社会福祉協議会、地域支援者のことを言います。 

 

Ｑ 「避難行動要支援者名簿」に掲載されている方は？ 

Ａ 

① 要介護認定３～５の方 

② ６５歳以上のみの世帯で 要介護認定１・２の方又は要支援認定の方 

③ 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害者手帳をお持ちの方 

④ 身体障害者手帳をお持ちで内部障害１～４級の方 

⑤ 療育手帳をお持ちの方 

⑥ 精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの方 

⑦ 指定難病の医療受給者証の交付を受けている方 

⑧ ①～⑦以外で希望される方（認知症高齢者や外国人など） 
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■計画作成の流れ 

ステップ１  ステップ２  ステップ３ 

対 象 者 の 確 認 

事 前 準 備 

対 象 者 宅 訪 問 

聞き取り・記入支援 

計 画 の 確 認 

市 へ 提 出 
   

  〇 対象者の確認 

市から提供された対象者名簿で、ご自分が計画作成の支援をする対象者の住所や心身の状況な

どを確認します。 
 

  〇 事前準備 

対象者によっては、他の支援者が訪問に同行できる場合があります。対象者の心身の状況や日

頃の近所付き合いなどから判断し、単独での訪問に不安がある場合などは、個別避難計画作成

会議等で市の担当者に相談してください。 
 

  〇 対象者宅訪問、聞き取り・記入支援 

対象者のご自宅へ訪問し計画作成について説明するとともに、聞き取りを行いながら計画書に記

入します。なお、個人情報の拡散を防ぐため訪問者数は原則３人までとします。移動の際には記

入済みの計画書や対象者名簿などの個人情報を紛失することのないよう十分に注意しましょう。 
 

  〇 計画の確認、市へ提出 

計画書に記入漏れがないかを確認し、支援者組織の長に提出します。支援者組織の長は、計画

作成対象者リストとの照合を行った上で、市へ提出します。 

 

■個人情報の取扱いについて 

〇 市が提供した計画作成対象者リストや記入済みの個別避難計画は、大切な個人情報です。紛失

等はもちろんのこと、避難支援に関係のない人へ情報が漏れることのないよう、管理には十分注

意してください。また、個人情報を取得するときには、本人に使用目的をしっかりと伝えましょう。安

心して情報を提供してもらえることにもつながります。 

 

■お問い合わせ先 

〇 個別避難計画や避難行動要支援者名簿に関する内容は、多治見市（企画防災課）までお問い合

わせください。なお、個別避難計画や名簿登録申請の様式については、市ホームページにも掲載

しておりますのでご確認ください。 

  

多治見市 個別避難計画 

【お問い合わせ】 
 
多治見市役所 

企画部 企画防災課 防災グループ 

電 話 22-1111（内線 1414、1417） 

メール kikaku@city.tajimi.lg.jp 
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記載例 
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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 

  

Q 
個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に掲載されているすべての方について作成する必要

がありますか。 

A 

避難行動要支援者名簿に掲載された方のうち、計画の作成に同意した方について作成する必要

があります。国のガイドラインでは、これらの方について災害リスクのある地域に居住しているな

ど優先的に避難支援を行うべき方から順に作成を進めることとされています。 
 

Q 
自主防災組織などの支援者が個別避難計画の作成支援を行う理由は何ですか。すでに個人情

報を保有している市が作成するほうが効率的だと思うのですが。 

A 

災害から命を守り安心して暮らしていくためには、地域ぐるみの支え合いの体制づくりが必要で

す。個別避難計画が機械的に作られたものではなく実際に使える計画であるためにも、避難行動

要支援者がお住いの地域の方や日常生活に関わる方が計画作りに携わり、その過程を通じて顔

の見える関係づくりを進めていくことが必要です。 
 

Q 個別避難計画の情報は誰に提供されますか。 

A 

個人情報の提供について同意が得られた方については、平常時から、自治会、民生児童委員、

警察、消防（避難行動要支援者名簿と同じ範囲）に提供されます。ただし、同意が得られなかった

方についても、災害発生時（発生のおそれがある場合を含む）には生命や身体を保護するために

当該情報が提供されます。 
 

Q 
避難支援等実施者となった場合、「必ず支援しなければならない」「災害時、万一助けられなかっ

たら」と考えると責任を感じて負担です。 

A 

避難支援等実施者ご自身が被災するなど、状況によっては避難支援ができないことも想定されま

す。この計画は、地域の「共助」の精神をもとに成り立つものです。あくまでご自身やご家族の安

全を確保したうえで、その時にできる範囲で支援を行ってもらうものであり、避難支援等実施者に

支援を義務付けるものでなく、また、支援できなかった場合でも責任を負うものではありません。 
 

Q 
身体状況の変化などによって、当初の計画に記載した内容と違いが出てきたときはどうすればよ

いですか。 

A 

計画に記載した内容と実際の状況に相違を生じることとなった場合は、原則、避難行動要支援者

ご自身の申し出により計画の修正を行います。ただ一方で、ご自身で申し出ることが困難な方も

みえます。避難行動要支援者の変化に「気づき」を得られるよう、日頃からの交流や見守り活動を

お願いします。 
 

Q 個別避難計画はいつまでに作成しなければなりませんか。 

A 

国からは令和８年３月を目途に作成を完了するよう求められていますが、地域の状況も様々であ

り、すぐに取り掛かれる地域ばかりではありません。まずはお住まいの地域の避難行動要支援者

名簿に掲載されている方を把握していただき、声を掛け合える関係づくりを進めましょう。計画を

完成させることも大切ですが、作成する過程で人と人とのつながりを作っていくことが最も重要で

す。 

 


